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平成２９年第１２回教育委員会会議 

平成２９年１０月２３日 

 

午後 １時５９分 開会 

１ 開会宣言 

○葛西教育長 それでは、時間が参りましたので始めさせていただきたいと思います。 

 ただいまから平成２９年第１２回教育委員会会議を開会いたします。 

 会期は本日限りといたします。 

 本日の会議の欠席者を教育総務課長から報告願います。 

○町田教育総務課課付副参事・総務グループリーダー 申しわけございません。理事と推

進監、教育総務課長、教育施設課長が少しおくれてまいります。 

○葛西教育長 今、ちょっと所用があって説明に行っておりますので、しばらくしたら戻

ってくると思います。 

 それでは、傍聴者はお見えですか。 

○高橋教育総務課 本日、傍聴者はおりません。 

 

２ 会議録署名者の決定 

○葛西教育長 それでは、会議録署名者の決定に移ります。 

 お諮りいたします。 

 本委員会の会議録署名者として、加藤委員と豊田委員とで行いたいと思いますが、ご異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○葛西教育長 ご異議がないようですから、提案どおり決定いたします。 

 

３ 議事 

○葛西教育長 それでは、これより議事に入ります。 

 本日は、協議事項、平成３０～３２年度四日市市学校教育指導方針の改訂について、大

矢知興譲小学校、朝明中学校施設改善基本構想（案）についての２件ですが、大矢知興譲

小学校、朝明中学校施設改善基本構想（案）については、前回の定例会から引き続いて検

討中の事項であり、今後の市議会への報告等の関係から、非公開にて協議したいと思いま
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す。 

 委員の皆さん、ご異議はございませんか。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○葛西教育長 ご異議がないようですから、後ほど非公開にて審議いたします。 

 

（１）協議 

 １ 平成３０～３２年度四日市市学校教育指導方針の改訂について 

○葛西教育長 それでは、まず協議事項、平成３０～３２年度四日市市学校教育指導方針

の改訂について説明をお願いします。 

 指導課長。 

○廣瀬指導課長 指導課長の廣瀬でございます。 

 資料、さきに送付しましたこの黄色いのが改訂に伴う素案の冊子でございます。それと、

３０～３２年度の指導方針に関してという３枚のホチキスどめのもの、それから、本日お

配りしましたＡ４、１枚のもの、これを使って簡単にご説明をさせていただきます。 

 まず、このＡ４の一枚物と、こちらの黄色い本冊の１ページめくっていただいたところ

の指導方針の策定にあたって、こちらのワンペーパーは指導方針の改訂にあたってという

のがございますが、この２つを対照していただきながら説明をさせていただきたいと思い

ます。 

 黄色いところを１枚開いてください。 

 まず、もう十分おわかりかと思うんですけれども、学校教育指導方針というものと四日

市の教育大綱、それから第３次四日市市学校教育ビジョンとのかかわりについて、簡単に

ご説明をさせていただきます。 

 こちらの本冊にも書いてございますとおり、学校教育指導方針というのは、生きる力、

共に生きる力を育むの下に、第３次四日市学校教育ビジョンの具現をめざしてというタイ

トルがございますが、学校教育指導方針は、四日市市の学校教育ビジョンの具現を目指し

て、学習指導要領に基づきながら、具体的な方向性や指導の重点を、学校、それから幼稚

園、こども園に示すものでございます。 

 そして、ここの下半分に、四日市市の教育理念を実現するための第３次四日市市学校教

育ビジョンと書いてございますが、四日市市の教育大綱と第３次の四日市市学校教育ビジ

ョンのかかわりについて、簡単に示してございます。 
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 まず１行目、四日市市教育大綱を策定とございますが、本市の教育理念として、平成２

７年度に総合教育会議にて策定をしてまいりました。この理念に基づく教育振興のための

施策に関する基本的な計画として、第３次四日市市学校ビジョンを策定しております。こ

れは、平成２８年度から３２年度の５年間の期間で施策を進めていくものとしています。 

 その第３次学校教育ビジョンでは、第１次の策定のときから学校教育の基本理念といた

しまして据えました「生きる力」、「共に生きる力」を育むことを目指して、丸い四角囲

みの中３点を大切にしながら施策を進めています。なめらかな縦の接続、地域とともにあ

る学校づくり、ふるさと四日市にふさわしい学びといった３点を大切にしながら施策を進

めてまいっておるところでございます。 

 特に、一番下に太字になってございますが、四日市市教育大綱の１番目に示しました、

社会人になっても通用する問題解決能力の養成に努めまして、学校での学びを自分自身の

人生への充実や幸せ、将来の社会貢献につなげていく「輝く よっかいちの子ども」の育

成を目指しているところでございます。 

 この学校教育指導方針ですが、学校教育ビジョンの改訂に伴って改訂をしていくもので

ございまして、先ほどご説明のとおり、この第３次学校教育ビジョンは、２８年から３２

年までの５年間の期間としておりまして、見直しの期間は本来３０年度に行う予定になっ

ております。ですから、この学校教育指導方針も、本来は３０年度中に改訂をするところ

なんですが、今年の３月に公示されました、新しい学習指導要領の完全実施、これが小学

校が平成３２年、中学校が平成３３年でございます。 

 また、特別の教科となる道徳は、小学校が平成３０年、中学校が平成３１年度からの実

施、ほかにも、小学校の英語が移行措置となるなど一部先行実施をすべき内容もございま

すので、新しい学習指導要領に示された内容、それから新たな教育課題、本市の取り組み

や現状等の最新の情報を整理して、新たに３０年度から３２年度版として改訂を進めよう

とするものです。これを改訂することで、小学校の平成３２年、中学校の３３年の新しい

学習指導要領の完全実施に向けた準備となるよう示したいと考えています。 

 このトップページは、前回の緑色の本冊の中身と全く同じにしてございます。といいま

すのも、平成２８年度、２９年度版方針の大切にしている視点としては、平成２７年の８

月に中教審の教育課程企画特別部会から示されました、論点整理という新しい指導方針の

内容が示されたものが既に公表されておりましたので、そちらの考え方を十分取り入れて

策定したものでございますので、学校教育指導方針、今回改訂をいたしますが、全体の方
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向性について大きく変わるものではございません。 

 それでは、内容について大きく変わっているような主な点だけご紹介しながら、説明に

かえさせていただきたいと思います。それについては、こちらの三枚物の指導方針の改訂

に関してというペーパーと該当ページを対照していただきながら見ていただきたいと思い

ます。 

 まず、先ほどのトップページの裏側が目次になってございます。目次をごらんください。 

 目次ですが、ほとんど同じ項目、改訂ですので大きく変わってはございませんが、新た

に項目を起こしたものが、確かな学力の定着の７番、学びに向かう力を育む家庭学習、こ

こを加えました。それから、基本目標Ⅳの学校教育力の向上の１、マネジメント機能を高

めた特色ある学校・園経営、それから６番、現代的諸課題に対応する教育、この３つの項

目を新たに加えました。 

 Ａ３の白のペーパー三枚物のところ、例えば、「教育目標は」って書いてございます、

すみません、ここは「基本目標は」の間違いでしたので、基本目標は変更はございません

が、基本目標内の、今ご紹介させていただいた３つの項目を加えたところと、それぞれの

項目にイメージがつきやすいように、例えば、確かな学力の定着の１番は、前回の方針で

は基礎的・基本的な知識・技能と書いてございましたが、そこの頭に、「生きて働く」と

いうような少し飾る言葉をつけると、どういったものなのかイメージしやすくなるという

ことで、少し知恵を絞って、そういった枕言葉を書いて表現をさせていただきました。こ

ういった書き込みを目次のところにしてございます。 

 それから、１ページの確かな学力の定着なんですが、下の構想図のところですが、例え

ば知識・技能と左の下に書いてございますが、ここも文科省の受け売りなんですけれども、

ただの知識・技能ではなくて、生きて働くとか、思考・判断・表現も、未知の状況にも対

応できるとか、学びに向かう力・人間性についても、学びを人生や社会に生かそうとする

という、そういう、どこにつなげるのかということを、これは学習指導要領と同じにして

あるんですけれども、イメージできるように言葉を足しました。 

 続いて、２ページでございます。２ページは、ほとんど生きて働く基礎・基本的な知

識・技能には変わりはございませんが、（３）の②のようなところに、教科横断的な視点

でというのは、いろんなところで出てきます。新しい学習指導要領のポイントとして、カ

リキュラム・マネジメントということが１つの柱になっておりますので、こういった教科

横断的な視点というのはそこらここらに出てきますので、ここでは紹介しますが、後で出
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てきても大きなところでは紹介をいたしません。こういったものが書き込まれております。 

 ３ページ、問題解決能力を支える思考力・判断力・表現力、ここは少しこだわって大き

く改訂をしました。前は四日市モデルの紹介が主だったんですけれども、まず、（１）思

考力・判断力・表現力に関わる三過程、これは、学習指導要領の総則で示されておるとこ

ろなんですけれども、３過程を明らかに、①、②、③のように３つに分類して具体的に示

しました。 

 それから、（２）問題解決能力向上のための授業との関連、このところで、本市が考え

る思考力・判断力・表現力、これが、総則やいろんなものを読んでも、コンパクトにまと

まった文章というのがございませんので、いろいろ総合的に考えて四日市市のモデル、こ

れまでの５つのプロセスであったり、それから、新しく示された学習指導要領の総則あた

りをじっくり読んで整理して、市として定義を一度してみようということで、本市が考え

る思考力・判断力・表現力を、問題を解決するため既習の知識や技能などを関連づける

（思考・判断）とともに、問題に対する自分の考えを形成（判断）し、自分の考えを筋道

立てて発信（表現）する力とコンパクトに示してみました。こういうことで、四日市モデ

ルについての流れも少しリンクして明らかになるのかなというところで、こだわって考え

てみました。またご意見いただけたらありがたいと思います。 

 次ページ、思考力・判断力・表現力を支える基底的な力の育成、基底的な力という表現

がぴったり合うのかどうかちょっとわからないところもあるんですけれども、基底的とい

うのは大もととなる力ということで、大もととなる力として、５つを具体的に示してみま

した。順序立てる力である、比較する力、理由づける力、多面的・多角的に考える力、言

い換える力というような形で具体的に示してみました。そのページは、主体的・対話的で

深い学びの解説であったり、めあてと振り返りについての押さえを残してございます。 

 ５ページ、主体的・対話的で深い学びというのが、新しい指導要領の、これも１つの柱

になっておるわけですが、これを支えるのが言語活動というところで、ここについても全

面的に整理をし直して、書かせてもらっています。特に①ですが、言葉を直接の学習対象

とする国語科、これを中心に言語活動の充実を図る、そして、先ほどもご紹介いたしまし

た教科横断的、ほかの教科においても言語活動を充実していく、この例を挙げて具体的に

示したところです。 

 それから、③ですが、校内の言語環境の整備、こういったところも大事です。板書であ

ったり、それから教師の言葉遣い、これも全て言語環境というところで具体的に示してご
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ざいます。 

 ６ページです。総合的な学習の時間の充実、ここも大きくは変わっていませんが、総合

的な学習の時間はいろんな学習が用意できる場、特に①の下のちょぼ３つ、指導要領でも

習得・探究・活用をバランスよく育成するというようなところも出ておりますので、探究

的な学習であったり、いろんな体験的な学習、それからグループ、異年齢集団、それから

地域、さまざまなかかわりが授業の中で用意できる総合的な学習の時間を、ぜひカリキュ

ラム・マネジメントしながら有効に働きかけていきたいという願いで、３点を加えてみま

した。 

 それから、７ページです。外国語活動、英語でございますが、こちらは新しい指導要領

の内容に合わせて四日市市として取り組んでいくことを、決定事項に合わせて修正をさせ

てもらっています。特に就学前から小学校低学年で取り組んでいること、中学年、高学年、

中学校で主にして取り組んでいくことについて、整理をさせてもらいました。 

 ８ページでございます。下に、特に英語、まだまだ小学校ではどの先生も主で進めてい

くというのはとても難しい状況でございますので、学びの一体化という小中の連携も活用

し、中学校の先生の力も借りながら、特に小学校で学んだ英語が中学校で続いていけるよ

うに、つまずきとならずにつながっていけるよう、ここはぜひ、新しい教科になりますの

で、配慮をしてつくっていきたいという願いから、こういった構想図も加えております。 

 ９ページの少人数の指導は、ほとんど大きく変わってございません。 

 １０ページでございます。ＩＣＴの活用ですが、ＩＣＴの活用全てではないんですけれ

ども、１１ページの、今度、新しい学習指導要領の小学校のところで主にクローズアップ

されておりますプログラミング教育について、一定考え方を示してございます。プログラ

ミング教育ですが、最終的にはパソコンやタブレットを使って操作をすることが求められ

ていくわけですが、そういった操作を通してプログラミングを学ぶのではなく、プログラ

ミング的な思考を育成する、小学校の段階では実際にコンピューターをさわりながら、体

験を通して論理的な思考、プログラミング的思考を育んでいきたいというようなことを整

理して書いてございます。 

 １２ページです。評価につきましてはほとんど変わっておりませんが、ここも結構大事

なところだと思っています。マイナーチェンジですが、学習評価の意義というところで、

２行目の後ろ、教員が指導の改善を図る、それから、子ども自身がみずからの学びを振り

返って次の学びに向かうことができるようにするために、教師が学びに向かう力を育んで
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いるのか、それから、子どもたちが学びに向かう力を身につけようとしているのか、こう

いったところを見ておっていただきたいということを願って書いてみました。 

 それから、１３ページは、学びに向かう力を育む家庭学習ということで、１つ項目を新

たに起こして書き込んでみました。学びに向かう力を家庭教育で、授業と家庭学習をうま

くラーニングサイクルをつくってできるといいなというようなイメージで示させていただ

いておるところでございます。 

 １４ページは、こども園、幼稚園に対してでございますが、幼稚園の教育要領も平成２

９年告示されて、来年度、平成３０年から完全実施をしていく中で、教育要領の改訂に伴

って整理をつけています。１４ページの一番下にございますように、このイメージ、小学

校とも共有しながら、学びの連続性を担保していきたいということを願っております。 

 続いて、１７ページから第Ⅱ章に行きます。 

 １８ページは道徳教育です。道徳教育は、来年度から教科書も採択して始まるというこ

とですので大きな変更はございませんが、１９ページの下のところ、評価についてのポイ

ントだけ、少し整理をし直しておきました。（３）の①より多面的・多角的な見方、それ

から②の道徳的価値の理解を自分自身とのかかわり合いの中で深めているか、こういった

点について評価をして、力を育んでいきたいと考えているところを少し整理して、置き直

してみました。 

 ２０ページからは生徒指導です。生徒指導は、内容的にはほとんど同じですが、大事に

したいところは、２１ページの（２）にもございますとおり、安心して過ごせる学校づく

り、これがないことには学力ももちろん伸びませんし、子どもたちが学校へ来て楽しいと

いうような感覚を持てるような学級づくり、居場所づくり、それからきずなづくりが大切

であると考えているところは変わるものではございません。 

 それから、２２ページですが、（３）にいじめという言葉を起こしてみました。 

 それから、２３ページは、不登校児童生徒への支援ということで、項目を目出ししてい

ます。このいじめ、不登校の対応については、本市の課題の１つにもなってございますの

で、現場に目につきやすいような言葉として挙げているところでございます。 

 ２５ページからは、人権教育についてでございます。２６ページをあけていただくと、

新しく加えたところ、（３）にございます人権教育の指導内容の充実、個別的な人権に対

する取り組みにつきましては、３つの法律が施行を昨年度されております。人権教育及び

人権啓発の推進に関する法律、それから障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、
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本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、ヘイト

スピーチに関する法律ですね、部落差別の解消の推進に関する法律などの法令に基づきと

いうことで、根拠をしっかり示して取り組んでいただけるようアピールするものでござい

ます。 

 続きまして、２９ページです。図書館です。学校図書館については、かなり学校司書の

配置をさせていただきながら充実をしてまいりましたが、改めて（１）の①、②にあると

おり、読書センターとしての機能、学習情報センターとしての機能の位置づけを少し強調

したいというところで、内容の整理をかけさせていただきました。キャリア教育について

は変更はございませんが、なかなか小学校でのキャリア教育の充実が難しいところがござ

いますので、丁寧に説明をしていきたいとは思っています。 

 ３３ページは、特別活動の充実でございます。自己と集団の資質・能力を養う特別活動、

こちらについては、先ほど生徒指導のところでお話しさせていただきました、安心して過

ごせる学級づくりに特にかかわることでございます。 

 学習指導要領の中では、特別活動の指導における重視すべき３つの視点として、人間関

係形成、社会参画、自己実現という３点が示されておりますので、ここのポイントを明ら

かにさせていただいたことと、子どもたちが自主的、実践的な活動に触れられるよう、そ

ういった視点で、学級活動やら児童会活動等、学校行事も含めて示してみました。 

 ３５ページからは、第Ⅲ章、健康・体力の向上になってまいります。 

 ３６ページは、体力・運動能力なんですが、ここ、四日市市の、特に小学校は課題にな

っている１つでございますので、１番のところ、主体的に運動に取り組む体育・保健科の

授業の充実について、内容の整理をかけさせていただきました。心と体をつくる授業始め

の５分間運動、それから、つけたい力を明確にした授業づくりというところを明らかにさ

せていただいているのと、生涯にわたって運動に親しむというような文言もございます。

３７ページ、③の一番下の点なんですが、「する、みる、支える、知る」などの多様なス

ポーツのかかわりを紹介していけるよう、生涯にわたって親しむための授業を進めていき

たいと考えています。 

 ３８ページは健康教育ですが、（１）の③にがん教育の充実というのを加えさせていた

だきました。これ、新しい指導要領の中学校３年生の保健体育科でがんについての指導を

することになりましたので、こちらを明示させていただいておるところです。 

 ３９ページは食育の推進ですが、こちらについては、心身と豊かな人間性を育むという
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観点から内容の整理をつけさせていただいて、指導体制の整備、ＰＤＣＡサイクルによる

計画、それから教科横断的な視点、それから栄養教諭、養護教諭との専門性を生かした協

働・効果的な指導体制、それから学びの一体化、就学前から中学校への連続した指導の充

実、こういったところの取り組みを、内容の充実も図りながら進めていこうというところ

でございます。 

 ４０ページは学校安全です。ここは、安全についてはほんとうに大切な取り組みですの

で、少しボリュームアップをしました。特に災害安全、交通安全、生活安全、４１ページ

のところ、それぞれの課題について、できるだけ具体的に学校現場で取り組みのイメージ

ができるように示して、ボリュームアップをさせていただいたところです。 

 ４３ページからは、Ⅳ、学校教育力の向上ということで、組織力の向上について、特に

カリキュラム・マネジメントというような言葉が柱になっておりますので、そういったと

ころを意識して、改訂を進めているところでございます。 

 ４４ページは、そういったマネジメントの機能を高めた特色ある学校・園経営というこ

とで、マネジメントに関するところを１ページまとめてみました。これは、今はもう当た

り前になっておりますが、（１）はＰＤＣＡサイクルの確立、それから２番の組織マネジ

メントの推進、ここは、かなりできている学校も多くなってきているんじゃないかなと思

っています。３番目にカリキュラム・マネジメント、社会に開かれた教育課程というとこ

ろで、３つの視点からカリキュラムをマネジメントしていく、教科横断的な視点、それか

ら教育課程に関するＰＤＣＡサイクルを回す、それから内外の資源の活用、地域等の外部

資源も含めた教育資源を組み込んでカリキュラム・マネジメントを進めていこうというこ

とを進めさせていただいています。 

 ４５ページ、４６ページは、タイトルの変更のみでございます。 

 ４７ページは学びの一体化でございますが、こちらも内容的にはほとんど変わらないん

ですが、（１）のところに、学校段階間の接続を図ると文言を示させていただいたのは、

学習指導要領の総則の中にこういった言葉が使われているので、意識して見えやすいよう

に示させてもらっておるところでございます。 

 ４９ページでございます。特別な教育支援、なめらかな接続というタイトルで、特別支

援教育についての分野でございます。こちらについては、新しい学習指導要領の総則の中

で、児童生徒の発達の支援というところが新たに項目出しをされておりますので、特にこ

この部分では、（１）の②の「さらに、」という点の２つ目ですが、一人一人の教育ニー
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ズを把握し、子どもの自己肯定感・自己有用感を高め、二次障害を防ぐための適切な指導、

支援をＰＤＣＡサイクルを回して進めていくということを明らかにさせていただいておる

ところでございます。 

 ５０ページは、今年から始まりました新しい事業として、枠囲みの上から２つ目、校内

通級（サポートルーム）支援事業についての説明を加えさせていただいております。 

 ５３ページでございます。こちら、多文化共生教育の推進に係ることでございますが、

これにつきましては、先ほどの中の新しい学習指導要領でも、外国人の児童生徒への指導

について、具体的に書き込まれております。特に５番の（２）のところでございますが、

日本語能力を十分に把握して、教科型の日本語指導というところを今後進めていきたいと

いうところで、日本語能力をアセスメントする、ＤＬＡというアセスメントの基準がある

んですが、これを実際に運用するとものすごく時間もかかって大変ですので、これを参考

にして、今、四日市版として簡易的なアセスメントシートをワーキンググループで作成し

ておるところでございます。そして、子どもたちの一人一人の力に合った学習指導を進め

て、特に学力保障を進め、進路保障につないでいきたいと考えておるところを示させてい

ただいておるところです。 

 それから、５４ページ、５５ページ、これは先ほど目次のところで新しく項目を起こさ

せていただいたところです。現代的諸課題とまとめましたけど、例えば男女共同参画、こ

れはキャリア教育のところに置いてあったんです。主権者教育もキャリア教育のコラムの

ところに置いてあったんですが、何々教育というもので、今後注目していかないけないも

のを全部抜き出して、ここに置いてみました。 

 主権者教育以降は、法教育であったり、消費者教育、租税教育、金融経済教育、こうい

ったものを、それぞれ社会科や家庭科の中で実践されているところでございますが、意識

化を図るために抜き書きをさせてもらっているところです。 

 ５７ページでございます。地域とともにある学校づくりというところで、５８ページは

家庭・地域の教育力という見出しをつけましたので、それぞれ、地域とともに進める子育

てであったり、（２）で家庭教育の充実に向けた支援ということで、地域と家庭の２本の

柱で示しをさせていただいています。 

 ５９ページ、コミュニティスクールですが、これはほとんど変わりませんが、６０ペー

ジの（４）充実・発展の段階というところで、新しい取り組みとして、このごろ、たくさ

んの小中学校がコミュニティスクールの指定となってまいりました。中には、中学校区で
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全部コミュニティスクールに指定されている学校が幾つか中学校区単位で出てきましたの

で、小中が連携して、地域はもともと一体ですので、連携して学校運営を進めていく、そ

ういう発想のもとで一歩踏み出された地域がたくさんございますので、このあたりを研究、

進めていきたいと考えております。また、高校も含めた地域と幼保小中高までの連携を、

今後図っていく、地域を媒介として図っていけたらいいなというイメージです。 

 それから、何回も出てきますカリキュラム・マネジメント、地域の教育資源をいかに学

校教育活動に活用していくかというところを取り組んでいきたいと考えているところから

示させていただいています。 

 ６２ページからは、四日市ならではの地域資源を生かした教育の推進というところで、

内容はほとんど変わりませんが、６３ページのところ、３番、身近な素材から出発した社

会参加につながる環境教育。環境教育は特別なものではなく、身近なところから出発して、

将来の持続可能な社会づくりに力となるものであるという理念のもと、こういった見出し

をもとに、四日市公害と環境未来館見学を通した学習を、日常の学習にどう結びつけてい

くかというところを考えていきたいと考えております。 

 以上、ざっと大まかな変更点だけご紹介をさせていただきましたので、いろいろお気づ

きの点、これ、素案ですので、まだ一月かけて、最終的には１１月２４日の教育委員会会

議でご承認いただいたものを印刷して、３学期の２月ごろ現場に配布しようと考えており

ますので、いろいろご意見をいただけたらありがたいと思います。 

 以上でございます。長く説明、済みませんでした。 

○葛西教育長 今、説明をいただきました。特に変えた点、それから重視したい点、そう

いうところを中心に説明していただきました。 

 もうそれぞれお読みになられて、いろんな気になるところなんか、チェックしていただ

いているかと思います。どうぞ気づいたことからご意見いただければなと思います。 

 じゃ、加藤委員、お願いします。 

○加藤委員 全体的なことになるかと思うんですけど、これ、２年ほど前でしたか、もう

３年になりますか、大谷台小学校へ、教育懇談会でやってもらいましたよね。それで、つ

い先日、桜小学校へもお邪魔したと。あそこで感じたのは、授業の進め方とか教師の指導

力の問題は現実にあるんですけど、着実に授業が変わってきたかなと。いわゆる四日市が

取り組む５つのプロセスという、あの流れを学校現場が大事にしてくれているような雰囲

気を私は感じてきました。 
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 非常にありがたいことやなと思いますし、だから、今回の新しい指導方針についても、

この機会に、やっぱりああいう構造化されたというか、段階を踏まえた、きちっとした指

導方法が先生方に身についていくことというのは、ぜひぜひこういう機会を捉えてやって

いただくといいかなと思います。そういう意味で、ほんとうによくできた指導方針になっ

ているのではないかなと思います。 

 それと、一方で、教員の多忙の問題もあるんですけど、反対に、今、先生がやらなけれ

ばならないこと、これ、何なのというのをやっぱりより明確にしてもらうという意味で、

こういう指導方針にも、そういう視点を大事にしてもらうといいかなと思いますね。いっ

ぱいあります、雑務という言葉が適切かどうかわかりませんけど、あるいは軽減する内容

でいっぱい皆さん取り組んでもらっていますけど、反対に、ほんとうに先生が今、何をす

べきかというところをより明確にしていくことも、この方針の中にでもそういう意識を随

所に入れながら編成いただくと、先生方も、今、私はこれをしてたら良いんだと、逆に言

えばね。これをやれば子どもの力がついていくんだということがわかる方針であってほし

いなというようなことも思っています。 

 だから、一遍にしゃべりますけど、今指導課長が説明いただいたこの三枚物で非常によ

くわかって、いい資料だと思うんです。だから、例えば、今お話を聞いていますと、１つ

は新しい学習指導要領を受けて、加筆、訂正をしたという部分がありました。あるいは、

四日市の課題の解決に向けてここに盛り込んだというお話もあったように思います。さら

には、今後、一層指導に力を入れてほしいことという意味で幾つか改訂をした、変更した

という視点があったと思うんです。 

 私は、３つぐらいを今、ポイントとして、お話を聞いていて思ったんですが、だから、

３つなら３つでもいいんですが、この視点でここをこういった内容に変えたという資料が、

ダイジェスト版ができると、先生方は当然この本紙は手にされるんですけど、それこそ忙

しい先生方ですし、今後３年間、何を目当てに先生方、さらにまた一層、児童生徒の教育

に取り組んでいただいたらいいんかというところをお示しいただくというので、ぜひこの

ダイジェスト版を、今回は一遍、文字にして現場へ流れるような手だても考えていただく

といいかなと思いました。 

 ちょっと長くなりましたけど、以上です。どうですかね、指導課長。 

○廣瀬指導課長 結局、具体的に書くとボリューミーになって、読んでいただけるのかど

うか不安にはなってくるんですけど、今現在、学校長には視点と本冊を渡して、あとウエ
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ブ上で、これと本冊が上がって、学校現場から意見をとってまた現場に返すという流れに

なっています。 

○加藤委員 これも今、校長先生に渡っているんですね。 

○廣瀬指導課長 ええ。作業はしていこうと思っています。 

 その中で、ダイジェスト版というのはやっぱりあっても良いと思います。今、ほんとう

にいいヒントをいただいて、四日市の課題をどう解決していくのかというのであったり、

特に教育委員会として力を入れていきたいことというのを教育監からも宿題をいただいて

ありますが、四日市市の方向性ということはもう少し色が出るといいんじゃないかという

ところは、ダイジェスト版でカバーできるといいかなと考えました。ありがとうございま

す。 

○加藤委員 今回の改訂で、仮に今私が言った３つを並べてもらいましたけど、今度はこ

の方針から逆に拾ってくるという、今回の資料は１番からビジョンの構成に沿ってずっと

書きおろしてもらってありますけど、逆に串刺しで、その視点で拾ってきて、縦と横で示

していけば、より指導方針が浸透すると思います。そんな視点も取り入れていただくとい

いのかなと思いますね。 

○廣瀬指導課長 昔、白書をばらばらした方が良いと言われたことを今思い出しました。 

○加藤委員 その発想が大事だと思います。だから、これをほんとうに刻んで、３つの箱

に入れながら、さらにそれを構造化、階層化し、そうすると、きっと今言われた３つぐら

いのことが残ると思います。だから、そういった内容でダイジェスト版をつくっていただ

くと、現場にはほんとうにわかりやすくていいのかなと思いますね。 

○松崎委員 私も、前回のよりもかなり追求されていて、練られているものだなとまず思

いました。ただ、これって、現場の先生全員がごらんになることには一応なっているんで

すよね。 

○廣瀬指導課長 最終的には、これは１冊ずつお配りします。 

○松崎委員 そうすると、やはりばらすかどうも、やはり考えていかないといけないかな

と思ったんですが、どうしても毎年毎年量が増えていくということは仕方のないことなの

かもしれないんですが、やはり精査して、もうここは先生方も当たり前でわかっているこ

とというものは思い切って省いていってもいいのかなという部分もやっぱり感じましたし、

よりコンパクトになっていくと、ばらさないのであれば、ダイジェスト版がなかなかとい

うことであれば、言葉をもう少し考えていったほうがいいかなという部分がちょっとちら
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ほらと、素人目から見て感じました。 

 細かいところではいろいろとあったんですけど、新しく、例えば何とか教育とかもほん

とうにいろいろと増えてきて、やらなければいけないことはいろいろ増えてきたんですけ

ど、やはり文科省の資料がそのまま載っているというところを見ると、教職員の方々もな

かなか１００％、ほんとうに４月までに理解ができるのかなというような危惧も持ちます

ので、そのあたり、どのように、先生方は自分で納得して自分のものにして指導にかえて

いくのかなという不安を、こうやって１冊もらうと感じるんじゃないかなと思いました。

その辺、私はどうすればいいのかわかりませんけれども。 

 細かいところを申し上げるとすれば、ＰＤＣＡサイクルのことは各所に出ているんです

が、これも、ここではやろうとか、ここはＰＤＣＡサイクルが出ていないけれどもここで

もやってもいいんじゃないかなというようなところがあったりしますので、そのあたり、

どのようにＰＤＣＡサイクルをやるべきなのか、やらなくてもいいのかというところがち

ょっとわかりにくいかなと思ったんですが、その辺は、最後に、いずれにしてもＰＤＣＡ

サイクルは頑張ってやっていこうとは載っているんですが、それでもやっぱりあちこちに、

幼稚園ではやるとか何々ではやるという、でもここでは載っていないというところが、ち

ょっとその辺の区別がわかりにくいかなと思いました。 

 あと、ほんとうに細かいところなんですけど、例えば一番最初の目次のところ、確かな

学力の定着や何とかと載っているところで、ほんとうにうまく言葉をあらわしていただい

て、何をここで求めているのかというのがわかるようになったなと思いましたので、あと

欲を言えば、Ⅲの３の健やかな心身と豊かな人間性を育むのところの「推進」も、ついで

に取っちゃったほうがいいんじゃないかって思いました。 

○廣瀬指導課長 ありがとうございます。 

○松崎委員 あと、７ページで、英語のところも、ここも加藤委員がおっしゃったように、

もう一息、四日市だったら、力を入れているのであればもうちょっと具体的に欲しいなと

思いましたし、小学校高学年のところの英語専科教員を配置し、担任、地域人材などとと、

初めて地域人材というのが英語の中で出てきたんですが、このあたりがもうちょっと具体

的にどのように考えているのかというのが欲しいかなというか、私自身知りたいなと思っ

たのと、８ページの表の中の英語指導体制の構築の中にはこの言葉が入っていなかったの

で、これはほんとうに利用する予定があるのかなというのが、疑問に思いました。 

 あと、中学校では基本的に英語での授業を実施というところも、去年も載っていたんで
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すが今年も載っているんですけど、この辺はどのように発展していっているのかというの

が、この辺も疑問に思いました。 

 それと、プログラミング教育のところも非常に詳しく書かれていたんですが、ほんとう

に先生方、どこまで授業で生かしてやってくださるのかなというのが不安だなと思いまし

た。 

 １３ページの家庭学習のところで、一番最後の行のところで、保護者に家庭学習の目的

や内容を伝えるということなんですが、もう少し保護者に対しての協力体制をこのように

考えているというのがわかると、家庭学習というのはやはり保護者というのが非常に大事

な部分になってくるので、もう少し何か表現があったらいいかなと思いました。 

 そのほか、いろいろあるんですけど、私もなかなか字がちっちゃいと読みにくいなって

思ったんですけど、特に網かけになっていて中に字があると非常に読みづらいので、ここ

は何か違う形でやっていただけると、もう少し見やすくなるかなと思います。 

 最後の安全教育のところは、ここだけとても色を華やかに使っていただいているのは、

これは何か意図があるんですか。すごくきれいで、何なら全部これでそろえてもいいんじ

ゃないかって思ったんですけど。何ページでしたっけ。 

○廣瀬指導課長 ４０ページ、４１ページ。 

○松崎委員 ４０ページ、４１ページの（１）、（２）のところをオレンジでラインを入

れてもらっていますよね。ほかのページは入っていなかったので、これのほうがぱっと目

に入りやすいかなって、かえっていいかなと思いました。 

 細かいところは、ほんとうに素人目で感想などありますが、ほんとうに先生方のあまり

負担にならないように、読みやすく、頭に入りやすく、すぐに現場で使えるような工夫が

あるといいなと思います。 

○葛西教育長 どうもありがとうございます。随分、読み込んでいただいて、お時間をと

らせたことだと思います。 

 ほんとうにご指摘いただいたところは、それぞれの項目で非常に大事なところだと思い

ますし、それから、やっぱり形式がかなり、よく似たような形式にはなっているんですけ

れども、全体としてやはり統一性がまだまだとれていないというところもありますので、

これは今後修正をしていただきたいなと思います。 

 それから、字がやっぱり細かいと、私どもはもうとても見えないような、２７ページの

人権カリキュラムのところなんかも、下のところも、これ、何ポイントですか。 
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○山下人権・同和教育課長 人権・同和教育課ですが、これはもう見本ということで、中

身よりは、この枠のところだけというつもりで。ちょっと難しかったです、あらわすのは。 

○渡邉委員 そのまま使われたんですね。 

 私も、ポイントが不ぞろいで、小さいところと大きいところがあって、大きいところは

よく目につくんだけどね。そこのところをもうちょっと、小さい字のところはうんと言葉

を圧縮されるといいんじゃないかなと私は思ったんですけどね。 

○松崎委員 あと、これもほんとうに細かいところなんですが、５１ページの早期からの

なめらかな支援のためにというところで、非常にここも詳しく、前回とほぼ同じですかね、

書いていただいているんですが、いずれにしても、生徒指導担当などと連携し、いろんな

ところと連携していきながら調整を図っていくということなんですけれども、放課後等デ

イサービスとか学童とか、そういったところとの連携も具体的にあらわしていったほうが

いいんじゃないかなと思ったんですが、どうですかね。 

○葛西教育長 これは、支援課長。 

○川邉教育支援課長 その辺は手をかけていっているところなので、方向性としては入れ

る、今、ご指摘いただいたところは必要かと思います。 

○葛西教育長 やはり子どもの成長を考えた場合、家庭生活、学校生活、そして今は放課

後支援でかなり食い込んでやっていただいていますから、その辺の一貫性というところを

どう教員がしっかり見ていくかということも大事なことですので、そのあたりもやはり連

携ということで、入れていただけるといいのかなというようなことを思います。 

 豊田委員、どうでしょうか。 

○豊田委員 私も松崎先生と同じなんですけど、ＰＤＣＡサイクルで今、物事をしていく、

結果を出すためにということと、向かう方向がわかるようにということで改善も進む、よ

く言われている中の、一環して、出方がばらばらなのでやっぱりそこがすごく、もし自分

がこれをいただいてやろうとしたときの読み込みが厳しいかなとのように、頭の中ではＰ

ＤＣＡというのがあっても、それのあらわし方が、結構具体的に書かれている部分とそう

じゃない部分とあると読み取りづらいかなというのと、ほんとうに形式の中では、ページ

数の関係かもわからないですけど、もう少し余白を入れていただくと読みやすいなという

事柄がありました。 

 私、今までの流れがわからないので教えていただきたいんですけれども、教育ビジョン

の中で、学校教育力の向上の、こっちの平成２８年の１月の、以前にいただいた資料を読
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ませていただいていると、例えば学校教育力の向上の中に、安全安心でよりよい教育環境

づくりという項目があったときに、こちらの今度の学校教育力の向上のところは、大きな

これの中、どこに、このマネジメントのところに入り込んでいると読んだらいいのでしょ

うか。こことの関連が、教育ビジョンの基本目標のところと落とし込んできたここの中の

項目の整合性というか、読み取れなかったので。 

○葛西教育長 指導課長、それはどうですか。 

○廣瀬指導課長 学校教育ビジョンの安全安心でよりよい環境づくりは、少しハードの部

分の示しになってございますので、こちら、ソフトの部分ではなかなか難しいのかなとい

うので、本来は豊田委員おっしゃられるように、マネジメント機能の中に何とか施設管理

等も入れていくべきなのかなというのは、今ご意見いただいて改めて気づかされたという

ところですので、考えてはみますけれども、具体的に４番の項を起こして学校教育力の向

上を期待するというのは、うちの担当課では難しいのかなというのは思っています。 

○葛西教育長 ただ、４番で入れるとすると、ビジョンの４２ページの学校の取り組み例

というところで、校舎施設の適切な管理及び定期的な安全点検の実施だとか、それから通

学路交通安全点検の実施というところがここに例としてありますよね。だから、派生して、

これらのことについてどのようにするかという実践例を載せるというようなことはできる

のかなと、そんなことは今ふと思ったりしたわけですけれども、いずれにしてもこれ、施

設維持の管理、施設の補修、それから機能的な学校施設の設備、ほとんどの部分は教育委

員会の施設が中心となってしてもらっておるということなんですけれども、そのあたり、

一度知恵を絞っていただけるといいのかなと思います。 

 それから、やっぱりＰＤＣＡ、これもう一度点検していただいて、整理をするというこ

とが必要かなというようなことを思いました。 

○廣瀬指導課長 書き手がそろっていないことで、全体としての統一感は毎回言われるこ

とで、申しわけございません。また整理をしていきたいと思います。あと、ＰＤＣＡサイ

クルについての出方はもう一度見直して、整理をしていきたいと思います。あと、プログ

ラミング教育ですが、一定、四日市の一通りの系統性のあるカリキュラム、それもあまり、

あれもこれもにならんようなものは何とかつくっていきたいかなとは今思っています。 

 こういった考え方をもとに、具体的な、シンプルなカリキュラムづくりに今後取り組ん

でいきたいと考えています。 

○葛西教育長 指導方針、平成１１年、２年ぐらいまでは、それこそポイントだけの箇条
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書きで、それこそＡ４、１枚で、例えば学習指導の重要なことについて書かれているとい

う非常に絞り込んだものだったんですけれども、ところが、やはり考え方が変わるという

ことだとか、それからやっぱり教育内容が増えてきたということもやっぱり事実かなと思

います。 

 それから、前回のものと比べると随分新しいことが増えてきた、それから考え方が非常

に進んできている、ある意味難しくなってきているということもあるのかなという、そう

いうことで非常に文章量が多いものになってきて、指導方針という面もあるんですけど、

どちらかというと手引書みたいな、そんな感じになってきたのかなというようなことを思

います。 

 ですから、そういう意味でいくと、手引書は手引書でしっかりとしたものがあると、で

も、一方では加藤委員がおっしゃっていただいたようなエッセンスをきちっと、これだけ

はというものをとじ込んだようなものをつくると、そういう２段構えがやっぱり必要にな

ってくるんじゃないかなというようなことを思いました。 

 僕もこれ、きのう、大雨の待機の中でずっと一晩かけて読ませてもらいました。やっぱ

り感想としては、随分ここに力を注いで、質のいいものを目指してという、そういう思い

がよく伝わってきて、読んでいて、この部分なんかいいなと思うようなところが随所にあ

りました。 

 例えば、２ページの生きて働く基礎的・基本的な知識・技能の（３）の指導方法の工夫

というところの③の、できる喜びを実感させ、学ぶ意欲を高める視点からの授業改善に努

めるというところで、ちょぼ点が３つあって、さらに例として３つ例がおいてあると、こ

ういう例なんかというのは、僕は、いい例の置き方で、やっぱりこういうのを見て、授業

でこういうことをやってみようと、そういう思いに駆られるということで、いい例の出し

方だなというようなことを思いました。 

 ほかにも幾つかありますけれども、ただ、やっぱり、また後で言いますけれども、文章

が練れていなくてつながりが悪かったりだとか、それから中途半端なところで終わってい

る、多分書いている人も困りながら、そこでとまってしまったんだろうなと思うんですけ

れども、そんなところもやっぱり幾つか見られるので、そういうところも指摘させていた

だいて、直してもらえればなというようなことを思います。 

 いずれにしても、先生方には、まず変わったなという思いを持ってもらえる、実際にこ

こが変わったんだということが焦点化してはっきりわかると、それは加藤先生にご指摘い
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ただいたように、学習指導要領の改訂の部分、それから本市独自の積み上げ課題を解決す

るものと、そういうところになるのかなと思います。最後に、やっぱりわかりやすいとい

う、そういうことが大事かなと。僕らもよく言われたのは、難しいことをわかりやすく書

けと、そんなことをよく先輩から、加藤委員からもよく言われていましたので、それをま

たお伝えしたいなというようなことを思います。 

○加藤委員 そういう意味でというか、ちょっとスリムにするのは、どうしてもここに入

れなければならない表だけ残して、あとは取るんですかね。中途半端なんですよね。だか

ら、ほかにも冊子があって、その部分だけぱっと出てくるんだけど、それだけじゃあんま

り役に立たないので、言葉でさっといくところもあってもいいのかわかりませんし、字が

小さいということで、委員の皆さんからもいろいろ意見が出ていましたけど、ほんとうに

これって資料でこれだけわざわざ載せるけど、ここだけ見ておっても何ら使い道がないな

というのは結構あると思います。 

 今、人権の指導計画もしかりになるのかわかりませんけど、これだけは入れましょうよ

ということで書いてもらったほうがかえっていいのかもわかりませんし、吹き出しじゃな

くて。スペースもあるし、字も若干大きくなるかわかりませんので、少し課長は、一遍こ

れ、もうやめたらどうやって指導主事に問いかけてもらうような視点で課内検討いただい

たらどうかなと思いますね。例えば、３２ページのこの表なんかも、これ、ここでどうし

ても要るのっていったら、なくてもいいですよね。ここを見なさいということはどこかで

少し触れてやってやれば済むのかもわかりません。小さい字ですので、私もこうやって眼

鏡かけておるのでわかりますけど、外したら絶対読めませんので。そんな点も一遍、スリ

ム化ということも考えていただくといいかもしれませんね。 

 しかし、これ、つくるのは大変ですから。ほんとうに教育委員会の英知を結集していた

だいてつくってもらっていますので、ぜひダイジェスト版というのか、ああいう３つの視

点ぐらいを明確にして、現場へおりていくような手だても、一遍考えていただくといいか

と思います。 

○葛西教育長 こういう、ある意味の手引書、指導集みたいなものもやっぱり必要でしょ

うし、それから、視点を決めて、それこそダイジェスト版のような、そんなものでエッセ

ンスを詰め込んだと、そういうものも必要なのかなと思いますので。 

○加藤委員 教育委員会は何がしたいのか、あるいは現場にこれを重点的にお願いしたい

という意味合いのもので、両者相まってそういうまとまったものがあれば、現場と事務局
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が一体となって、やっぱり今の課題に取り組めるという。 

○葛西教育長 例えば学習指導要領の改訂でも、社会に開かれた教育課程、カリキュラ

ム・マネジメント、グローバル化に向けた英語教育、プログラミング教育、学びに向かう

力を育む家庭学習、道徳教育及び道徳の時間の評価、マネジメント機能を高めた特色ある

学校・園の運営、現代的諸課題に対する教育、それだけでもぱっとしてしまえば、今度は

これがポイントなんだよってなりますし、例えば本市の課題を解決するためといえば、指

導方法の工夫、思考力・判断力・表現力を支える基底的な力の育成だとか、いじめ・問題

行動の対応と関係機関との連携、不登校児童生徒への支援、学校図書館の機能を生かした

読書活動、キャリア教育、心と体を一体に捉えた健康教育とか、そのようにくくってしま

えば、それがいわゆる本市の積み上げとなるし、それから、今後指導を重視したいものと

いうようなことでもまた幾つか入れてしまえば、そんなこともできるのかなと思いますの

で、一遍工夫をお願いしたいなと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 


